
第3号様式（第7条関係）

大田区立学校施設使用承認書

④－4

第　7005号

＜2．年1．月6　日

団　体　名 �約∵畑パ／r　草巨沫 

代表者氏名 �紳牒∴．ぎこ震　　様 �代表者電話番号 �守と・　ごご1レ再三　沼さ 

代表者住所 �郵便番号購．．．言誉　　…・壬、才　　が棋 �ス・十・ぐ　∴　津 �∴・づ 

（郵便番号も必ず記入） �パ．三・二鳥パノ　　た一㌦捏㍉十両声　　　　・ナ　隼守㌢浅才みき杵号守勘 

申請者氏名 �おれ　弥笥〟　様 �欝嘉等竃（雄行）書証＿烏㌦ 

※申請時に、減免申請をしていない場合、後日減免申請をいただいても減免できません。

使用学校名 �大　田　区　立　　　　芦　と－r…■〉ダ　ブ言　　　　学校 

使　用　施　設 �巨校庭　　2　小学校体育館・中学校第二体育館 台　中学校体育館（第二体育館を除く。） 
4　教室、会議室その他の施設（64Ⅰポ以下のもの） 

5　教室、会議室その他の施設（64出を超えるもの） 
6　生涯学習兼地域集会室（64Ⅰポ以下のもの） 
7　生涯学習兼地域集会室（64Ⅰポを超えるもの） 
8　枚庭夜間照明（　　時間） 

使　用　日　時 �　　　　　　　　ノr‾1¶山 羊と三　年工月／日（霊）璧鄭・午後A・午後B・夜間 年ユ月ユ日（軍）選評・午後A・午後B・夜間 

年ム月り日解J攫野・肇敷・倭疲）・夜間 

年ム凡封打摘料）啓・午後A・午後B・夜間 

年　　月　　日（）午前・午後A　・午後B・夜間 

使　用　日　的 �、；‾～　二・畑棋・号守十　字一再拙さ一日便虚数l轟人 

上記の使用を承認します。
大田区教育委員会べ　　　岡

施設の使用にあたっては、この承認書及び使用料の領収書を学校に提示し、終了にあ
たっては、学校に申し出るとともに次のことを遵守してください。

1　申請の日的以外に使用しないこと。

2　許可時間を守ること。なお、使用の準備及び後片づけもこの時間内に行うこと。
3　自動車・バイクで来校しないこと。
4　学校内は全面禁煙です。

5　体育館を使用するにあたっては、室内用運動靴を着用すること。
6　使用した施設を清掃し、また、使用に伴い発生したゴミは持ち帰ること。
7　特に校庭の使用後はグランド整備をすること。
8　施設を破損した場合は、学校の指示によりこれを原型に復するかまたは賠償すること。
9　使用中のケガ等につきましては、教育委員会は責任を負いません。
10　大田区立学校施設の活用に関する条例及び同施行規則を守ること。
11その他施設管理者の指示に従うこと。

注）学校教育上必要となったとき、あるいは教育委員会が必要と
認めた時は、使用を取り消すことがあります。

規定使用料 �円 

減額割合 �10メ5・2．5・無 

夜間照明料 �円 

使用料 �β、円 
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